






















































































































 ① ⑦ 

議案第９号 

 

静岡市立教育職員等の退職手当に関する条例の一部改正について 

 

静岡市立教育職員等の退職手当に関する条例について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第29条の規定により、教育委員会の意見を聴取する。 

令和４年８月２３日提出 

 

静岡市長 田 辺 信 宏      

（教育委員会事務局教育局教職員課）    

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   令和３年６月 11日付地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63

号）に基づき、定年引上に関連して、同日付国家公務員法等の一部を改正する法

律（令和３年法律第 61号）に規定された国家公務員の定年引上げに伴う 60歳超

の職員の給与等の取扱いと均衡を図る形で、小学校、中学校及び高等学校の教育

職員の退職手当に関し必要な事項を定めるため、本条例の一部改正をしようとす

るものである。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規２-(６) 
































